
 ①（幼） 幼稚園訪問  

令和６年度 幼稚園訪問 実施要項 

美濃教育事務所 

 

１ 目的 

 ・岐阜県幼児教育アクションプラン「遊びに夢中になり、自ら人や自然との関わり

を深め、楽しさを実感する子」の推進において、幼児が自発的な活動を生み出す

ために必要な環境構成の工夫や関わり方について、園内参観を踏まえての交流

や協議を通して幼児教育の充実を図る。 

 

２ 対象 

・公立幼稚園 

□郡上市幼児教育センターみなみ園 

□郡上市幼児教育センターやまびこ園 

□郡上市立はちまん幼稚園   

     

３ 内容 

 ・重点的に取り組む内容＜つなぐ・高める・支える＞における支援体制への指導・助言 

 ・園長及び研究推進担当職員等と事務所指導主事との懇談 

 ・活動参観（登園・降園の場、朝の会や帰りの会の場、遊びの場など） 

 ・給食参観（配膳の場及び食事の場など） 

 ・研究会にて市教育委員会と教育事務所指導主事から指導・助言 

 

４ 方法 

 ・教育事務所指導主事が、園へ年１回訪問し、それぞれの実態に即して指導・助 

言する。 

 ・訪問日や当日の日程等は、園の希望に合わせて決定する。 

 

５ 訪問に関わる資料 

 ・幼稚園経営の全体構想・園の教育目標（研究構想） 

 ・本時の指導案（戸外用と室内用） 

 ・年間指導計画（３歳児、４歳児、５歳児） 

 ・個別の支援計画（作成途中で構いません） 

 ・校内での情報共有に用いている資料等 

 

６ その他 

 ・市教育委員会は、園と小の連携や実情を把握し、入学後に適切な支援の充実

を図るため、管内の訪問の際、全て同行する。 

＜訪問に関わる資料の提出＞ 

訪問３日前までに、各市教育

委員会を通して教育事務所幼稚

園教育担当者宛て各１部電子メ

ールにて送付願います。 


